
札幌圏都市計画再開発地区計画の決定（札幌市決定） 【 決 定 番 号 第 ８ 号 】

決 定 平 成 ８ 年 ６ 月 ４ 日 （ 告 示 第 634号 ）

都市計画豊平６条３丁目地区再開発地区計画を次のように決定する。

１ 再開発地区計画の方針

名 称 豊平６条３丁目地区再開発地区計画

位 置 札幌市豊平区豊平６条３丁目の一部

区 域 計画図表示のとおり

面 積 約 ２．０ ha

区 再開発地区 当地区は，豊平川を挟んで本市の都心部に隣接し，地下鉄東豊線の学園前駅の近辺

域 計画の目標 に位置している。

の 当地区を含む周辺地域は，第３次札幌市長期総合計画において高度利用住宅地とし

整 て位置づけられ，都市再開発方針で「整備促進地区」の指定を行ない工場跡地の土地

備 利用転換を図るとともに良好な居住環境の形成を図るべき地域とされている。

及 そこで本計画では，当地区の円滑な土地利用転換及び市街地環境の整備を推進す

び るため，生活道路の拡充や快適な歩行者空間の創出などの公共施設整備を行うととも

開 に，居住機能や公共業務機能の導入を図り，潤いとゆとりのある高度利用市街地の形

発 成を図ることを目標とする。

に

関 土地利用に 地下鉄駅近辺としての地区特性が高度に活用される居住機能や公共業務機能を有す

す 関する基本 る複合的な土地利用を促進し，良好な市街地環境を備えた高度利用市街地とするよ

る 方針 う，以下のように定める。

方 １ 豊かなオープンスペースを備えた集合住宅の導入を図る。

針 ２ 周辺環境に配慮した公共業務機能を導入する等，良好な複合的都市空間の形成を

図る。

３ 都市計画道路「菊水・旭山公園通」沿いの街区は，近隣サービス的機能の導入も

図る。

都市基盤施 土地利用転換にあたり良好な街区の形成を図るため，地区内外の車・歩行者動線を

設等の整備 考慮した公共的基盤を適切に配置していくよう，以下のように定める。

の方針 １ 既存道路については，歩行者空間のゆとりを創出するよう歩道を拡充整備する。

２ 地区内の居住者や施設利用者の利便を図るとともに，土地の有効利用が図られる

よう生活道路を適切に配置する。

３ 地下鉄利用者などの歩行者動線の充実のために，歩行者専用道路を適切に配置

する。

４ 街区公園である「豊陵公園」については，街区の再編整備に併せて有効に配置変

更し，ゆとりとうるおいのある空間の創出を図る。

建築物等の 再開発地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき，良好な市街地環境の整備を図

整備の方針 るため，以下のように定める。

１ 建築物の共同化を促進するとともに，まとまりのある有効空地を確保し，健全な

高度利用を図る。

２ 道路等からの適切な壁面後退を行い，歩行者空間のうるおいを創出する。

３ 各機能の相互環境に配慮した建物配置を行うとともに，緩衝緑地などの創出を

図る。

４ 建築物の外観及び色彩は，良好な景観形成に資するため，落ち着きのある色調に

するなど，周辺環境に配慮したものとする。

５ 適切な規模の駐車場及び駐輪場の整備を図る。

主要な公共施設 歩道 幅員 １.5ｍ 延長 約90ｍ

の配置及び規模 （配置は計画図表示のとおり）

１



２ 再開発地区整備計画

位 置 札幌市豊平区豊平６条３丁目の一部

区 域 計画図表示のとおり

面 積 約 １．６ ha

地区施設 区画道路 １号 幅員 10ｍ 延長 約 170ｍ

の配置及 区画道路 ２号 幅員 10ｍ 延長 約 120ｍ

び規模 区画道路 ３号 幅員 10ｍ 延長 約 115ｍ

歩行者専用道路 幅員 ８ｍ 延長 約 35ｍ

（配置は計画図表示のとおり）

建 地区 区分の名称 集 合 住 宅 ・ 公 共 業 務 地 区

築 の

物 区分 区分の面積 約 １．６ ha

等

に 建築物の用途の 住宅（建築物の一部を住宅の用途に供するもの及び長屋を除く｡)は，建築してはならない。

関 制限

す

る 建築物の延べ面積 １０分の３０

事 の敷地面積に対す

項 る割合の最高限度

延べ面積の 建築基準法施行令第２条第１項第４号ただし書及び第３項の規定を準用する。

算定方法

建築物の延べ面積 １０分の１０

の敷地面積に対す ただし，建築基準法第５９条第１項第１号に該当する建築物については，この限りでない。

る割合の最低限度

建築物の敷地面積 ５００㎡

の最低限度

建築物の壁面の位 主要な公共施設及び区画道路（隅切部分を除く｡)の境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の

置の制限 面までの距離の最低限度は３ｍとする。

建築物の形態又は 建築物の屋根は，落雪及びたい雪に必要な空地を有する場合を除き，主要な公共施設及び地区施設

意匠の制限 側に傾斜する形態としてはならない。

備 考 用語の定義及び面積，高さ等の算定方法については，特別に定めるものを除き，建築基準法及び同

法施行令の例による。

理 由

地下鉄駅近辺にふさわしい居住機能や公共業務機能の導入を図るとともに，必要な都市基盤施設の整備を促進し，快適な高

度利用市街地の形成を図るため，再開発地区計画を決定するものである。

２


